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本
法
律
案
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
い
て
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び

国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
、
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
そ
の
他
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
国
は
、
国
全
体
と
し
て
万
全
の
態
勢
を
整
備
す
る
責
務
を
有
し
、
地
方

公
共
団
体
は
、
そ
の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
等
の
責
務
を
有
す
る
。
医

療
機
関
、
電
気
、
ガ
ス
、
輸
送
、
通
信
等
各
事
業
者
の
指
定
公
共
機
関
等
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を
実
施
す
る

責
務
を
有
す
る
。
事
業
者
及
び
国
民
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
予
防
及
び
対
策
へ
の
協
力
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
事
業
者
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
影
響
を
考
慮
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
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新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
民
の
自
由
と
権
利
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
制
限
は
必
要
最
小
限
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
等

政
府
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
に
備
え
て
政
府
行
動
計
画
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
行
動
計

、

、

、

、

。

、

画
を

市
町
村
長
は

市
町
村
行
動
計
画
を

指
定
公
共
機
関
等
は

業
務
計
画
を
作
成
す
る

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は

必
要
な
物
資
等
を
備
蓄
、
整
備
、
点
検
し
、
必
要
な
そ
の
管
理
に
属
す
る
施
設
等
を
整
備
、
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置

１

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
長
と
す
る
政
府
対
策
本
部
を
設
置
す
る
。
政
府
対

策
本
部
は
、
基
本
的
対
処
方
針
を
定
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
総
合
調
整
を
行
う
。
政
府
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
都
道
府
県
知
事
を
長
と
す
る
都
道
府
県
対
策
本
部
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
府
対
策
本
部
長
は
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
療
関
係
者
等
に
臨
時
の
予
防
接
種
（
特
定
接
種
）

を
行
う
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
外
国
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
特
定
検
疫
港
等
を
定
め
る
こ
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と
が
で
き
る
。
政
府
対
策
本
部
長
は
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
船
舶
等
の
運
航
を
行
う
事
業
者
に

対
し
、
特
定
船
舶
等
の
来
航
の
制
限
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
療
関
係
者
に
対
し
、
患
者
等
に
対
す
る

医
療
又
は
特
定
接
種
の
実
施
に
関
す
る
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置

１

政
府
対
策
本
部
長
は
、
発
生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
を
し
、
そ
の
旨
及
び
緊
急
事
態
の
概
要
等

を
国
会
に
報
告
す
る
。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
と
き
は
、
市
町
村
長
は
、
直
ち
に
、
市
町
村

長
を
長
と
す
る
市
町
村
対
策
本
部
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
都
道
府
県
知
事
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
住
民
に
対
し
、
み
だ
り
に
外
出
し
な
い
こ

と
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
要
請
し
、
学
校
、
興
行
場
等
の
施
設
管
理
者
等

に
対
し
、
施
設
の
使
用
及
び
催
物
の
開
催
の
制
限
等
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

政
府
対
策
本
部
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
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の
予
防
接
種
の
対
象
者
及
び
期
間
を
定
め
る
。

４

指
定
公
共
機
関
等
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
の
実
施
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
運
送
事
業
者
で
あ
る
指
定
公
共
機
関
等
に
対
し
、
緊
急
物
資
の
運
送
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

特
定
都
道
府
県
知
事
等
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

、

、

、

、

、

は

特
定
物
資
の
所
有
者
に
対
し

売
渡
し
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
た

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

当
該
特
定
物
資
の
生
産
者
等
に
対
し
、
特
定
物
資
の
保
管
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

特
定
都
道
府
県
知
事
は
、
埋
葬
又
は
火
葬
を
行
お
う
と
す
る
者
が
埋
葬
又
は
火
葬
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い

て
、
公
衆
衛
生
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
埋
葬
又
は
火
葬
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
の
安
定
等
の

適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


